
春日部市職員採用試験

（令和９年４月１日付採用・第２回） 受験案内

≪一次試験日・募集職種・採用予定人数等≫

一次試験 令和８年９月２０日（日）

一次試験 令和８年１０月４日（日）

募集職種 採 用 予 定 人 数 主な職務内容

栄 養 士 若 干 名 学校給食の献立・衛生管理等の業務

募集職種 採 用 予 定 人 数 主な職務内容

事 務 職

一 般

５ 人 程 度
市役所及び市の施設等での、

庶務・経理、企画・立案、調査、

指導、折衝等の一般行政事務
社会人経験者対象

障 が い 者 対 象

土 木
一 般

若 干 名
道路・河川・都市計画事業等の

企画・設計・施工管理等の業務
有 資 格 者

建 築
一 般

若 干 名
施設の設計及び施工管理・

建築指導等の業務
有 資 格 者

電 気 若 干 名
電気設備工事の設計、施工管理、

施設の維持管理等の業務

設 備 若 干 名
電気設備・機械設備工事の設計、

施工管理、施設の維持管理等の業務

消 防
（救急救命士を含む）

６ 人 程 度 消防に関する業務

春日部市の求める人財

■ 誰とでも良好なコミュニケーションを取れる人

■ 相手の立場に立って物事を考えることができる人

■ 積極的にチャレンジができる人

ほぼ全ての職種において受験資格の対象年齢を引き上げました！

※春日部市職員採用試験（第１回）で申し込んだ職種と同じ職種は申込できません。
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〇採用予定人数は、欠員状況等により変更になる場合があります。

≪採用予定日≫ 令和９年４月１日予定

≪応募方法≫

インターネットによる電子申請
※インターネット環境が整っていない方は、各受付期間の最終日より１週間前までに人事課

人事研修担当までお問い合わせください。

≪受付期間≫

栄養士

令和８年７月２日(木) 午前９時～８月２０日 (木) 午後５時

事務職（一般・社会人経験者対象・障がい者対象）・土木（一般・有資格者）・

建築（一般・有資格者）・電気・設備・消防（救急救命士を含む）

令和８年７月２日(木) 午前９時～９月４日 (金) 午後５時
≪職員採用試験実施要領≫

１ 受験資格

募 集 職 種 学 歴 ・ 資 格 等 年 齢 要 件

事 務 職

（ 一 般 ）

学校教育法による大学・短期大学・高等学校を卒業

した人、または令和９年３月３１日までに卒業する

見込みの人

大学卒業（見込み）

平成１３年４月２日以降

に生まれた人

（２５歳以下）

短期大学卒業（見込み）

平成１５年４月２日以降

に生まれた人

（２３歳以下）

高等学校卒業（見込み）

平成１７年４月２日以降

に生まれた人

（２１歳以下）

事 務 職

（社会人経験者対象）

１

学校教育法による大学・短期大学・高等学校を卒業

した人で、直近１０年間のうち民間企業等における

職務経験が５年以上ある人（令和８年６月３０日現

在）

※民間企業等における職務経験には、会社員、公務

員、派遣職員、ＮＰＯ法人の職員、自営業者等とし

て、週３０時間以上の勤務を同一の企業等で１年以

上継続した期間が該当します。（詳しくは、特記事

項参照）

平成３年４月２日以降に

生まれた人

（３５歳以下）

事 務 職

（社会人経験者対象）

２

学校教育法による大学・短期大学・高等学校を卒業

した人で、直近５年間のうち民間企業等における職

務経験が２年以上ある人（令和８年６月３０日現

在）

※民間企業等における職務経験には、会社員、公務

員、派遣職員、ＮＰＯ法人の職員、自営業者等とし

て、週３０時間以上の勤務を同一の企業等で６ヶ月

以上継続した期間が該当します。（詳しくは、特記

事項参照）

昭和５１年４月２日～昭

和６１年４月１日に生ま

れた人

（４１歳以上５０歳以下）
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○特記事項
・春日部市職員採用試験（第１回）で申し込んだ職種と同じ職種は、申込できません。

・「大学」には高度専門士の称号を付与する 4年制の専門学校等で大学と同等のものを含む。
・「短期大学」には専門学校等で短期大学と同等のものを含む。

・「高等学校」には高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定試験）を合格したものを含む。

・最終学歴と異なる学歴区分で受験することはできません。

事 務 職

（障がい者対象）

学校教育法による大学・短期大学・高等学校を卒業

した人、または令和９年３月３１日までに卒業する

見込みの人で、障害者手帳の交付を受けている人

昭和５１年４月２日以降

に生まれた人

（５０歳以下）

土 木

（ 一 般 ）

学校教育法による大学・短期大学・高等学校を卒業

した人、または令和９年３月３１日までに卒業する

見込みの人

昭和５１年４月２日以降

に生まれた人

（５０歳以下）

土 木

（ 有 資 格 者 ）

土木施工管理技士１級または２級の資格を有する

人

昭和５１年４月２日以降

に生まれた人

（５０歳以下）

建 築

（ 一 般 ）

学校教育法による大学・短期大学・高等学校を卒業

した人、または令和９年３月３１日までに卒業する

見込みの人

昭和５１年４月２日以降

に生まれた人

（５０歳以下）

建 築

（ 有 資 格 者 ）

建築士法に定める一級建築士または二級建築士の

資格を有する人

昭和５１年４月２日以降

に生まれた人

（５０歳以下）

電 気

学校教育法による大学・短期大学・高等学校を卒業

した人、または令和９年３月３１日までに卒業する

見込みの人

昭和５１年４月２日以降

に生まれた人

（５０歳以下）

設 備

学校教育法による大学・短期大学・高等学校を卒業

した人、または令和９年３月３１日までに卒業する

見込みの人

昭和５１年４月２日以降

に生まれた人

（５０歳以下）

栄 養 士

栄養士若しくは管理栄養士の資格を有する人また

はいずれかの資格を令和９年３月３１日までに有

する見込みの人

昭和５１年４月２日以降

に生まれた人

（５０歳以下）

消 防
（救急救命士を含む）

学校教育法による大学・短期大学・高等学校を卒業

した人、または令和９年３月３１日までに卒業する

見込みの人で、視力が矯正視力を含み両眼で０．７

以上、かつ片眼で０．３以上あり、赤色、青色及び

黄色の色彩の識別ができ、聴力が正常である人

大学卒業（見込み）

平成１３年４月２日以降

に生まれた人

（２５歳以下）

短期大学卒業（見込み）

平成１５年４月２日以降

に生まれた人

（２３歳以下）

高等学校卒業（見込み）

平成１７年４月２日以降

に生まれた人

（２１歳以下）
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例えば、大学を卒業した人（見込みの人）が高等学校区分の試験を受験することはできません。

・卒業見込みの人が、学校を卒業できなかったとき及び資格取得見込みの人が、資格を取得できなか

ったときは、採用されません。

※社会人経験について
・常勤、非常勤などの雇用形態は問いません。

・職務経験が複数の場合は、通算することができます。ただし、同一期間内に複数の職務に従事した

場合は、いずれか一方の職歴に限って通算することができます。

・通算にあたっては１ヶ月に満たない日数は切り捨てます。

・休業期間（育児休業、介護休業、停職、病気休職、修学休業等）は、職務経験期間に含めることは

できません。

・最終合格発表後、職務経験期間の確認のため、職歴証明書を提出していただきます。職歴証明書に

は、法人名、代表者名、社判、就業期間、週当たりの勤務時間、職務内容等の記載が必要となりま

す。なお、職務経験期間の確認ができない場合は、採用されません。

○次のいずれかに該当する人は受験できません。
（１）日本国籍を有しない人（栄養士を除く）

（２）現在春日部市職員（※任期付職員、非常勤職員、会計年度任用職員を除く。）である人

※地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成１４年法律第４８号）に規定す

る任期付職員をいう。

（３）地方公務員法第１６条に規定する次の欠格条項に該当する人

・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での人

・春日部市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する

ことを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人
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２ 試験の日時・試験会場・合格発表

○栄養士

○事務職（一般・社会人経験者対象・障がい者対象）・土木（一般・有資格

者）・建築（一般・有資格者）・電気・設備・消防（救急救命士を含む）

（注）① 一次試験の日時および会場は、後日発行する受験票で、再度確認してください。

なお、受験票で指定した会場以外では受験できません。

② 二次試験および三次試験の、日時および会場については、市公式ホームページに

て合格発表をおこなう際にあわせて掲示します。

③ すべての試験において、受付時間に遅れると受験できません。ご注意ください。

④ 試験の合否に関する電話でのお問い合わせは、ご遠慮ください。

※土木（有資格者）および建築（有資格者）で受験の方は、一次試験（筆記試験）免除と

します。１０月中旬（予定）に面接試験の案内通知をメールにて送付いたしますので、

ご確認ください

試 験 日 時 会 場 合 格 発 表

一次 令和８年９月２０日（日）
春日部市役所

（予定）

１０月中旬（予定）に市公式ホーム

ページで合格者の受験番号を掲示

します。

二次 令和８年１０月下旬（予定）
春日部市役所

（予定）

１１月上旬（予定）に、上記と同様

の方法で掲示するほか、合格者にの

み通知します。

試 験 日 時 会 場 合 格 発 表

一次 令和８年１０月４日（日）
共栄大学

（予定）

１０月中旬（予定）に市公式ホーム

ページで合格者の受験番号を掲示

します。

二次 令和８年１０月下旬（予定）

春日部市役所

・

春日部市消防本部

（予定）

１１月上旬（予定）に、上記と同様

の方法で掲示するほか、合格者にの

み通知します（事務職（一般）・消防除

く）。

三次 令和８年１１月中旬（予定）
春日部市役所

（予定）

１１月下旬（予定）に、上記と同様

の方法で掲示するほか、合格者にの

み通知します。



- 5 -

３ 試験内容

※各試験科目について

職 種 一 次 二 次 三 次

事 務 職

（ 一 般 ）

・一般教養試験

・面接試験（集団） ・面接試験（個別）
事 務 職

（社会人経験者対象）

事 務 職

（ 障がい 者 対 象 ）

・面接試験（個別）

土 木

（ 一 般 ）
・専門試験

土 木

（ 有 資 格 者 ）
・一次試験免除

建 築

（ 一 般 ）
・専門試験

建 築

（ 有 資 格 者 ）
・一次試験免除

電 気

・専門試験設 備

栄 養 士

消 防
（救急救命士を含む）

・一般教養試験 ・面接試験（集団）
・面接試験（個別）

・体力検査

区 分 試 験 科 目 内 容

一次試験

一 般 教 養 試 験

（事務職（一般・障がい

者 対 象 ）・ 消 防 ）

【 ４ ０ 題 ９ ０ 分 】

時事、社会・人文、自然に関する一般知識並びに文章理解、

判断・数的推理、資料解釈に関する能力について択一式に

よる筆記試験を行います。

≪試験問題の程度≫

・大学卒（見込みを含む）の人は「大学卒業程度」

・短期大学卒（見込みを含む）、高等学校卒（見込みを含

む）の人は「高等学校卒業程度」

一 般 教 養 試 験

（事務職（社会人経験者対象））

【 ４ ０ 題 ９ ０ 分 】

時事、社会・人文、自然に関する一般知識並びに文章理解、

判断・数的推理、資料解釈に関する能力について択一式に

よる筆記試験を行います。

≪試験問題の程度≫

・最終学歴に関係なく「高等学校卒業程度」
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（注）各試験科目のうち、ひとつでも一定の基準に満たない試験科目がある場合は、他の成

績にかかわらず不合格となります。

一次試験

専 門 試 験

（ 土 木 ）

【 ３ ０ 題 ９ ０ 分 】

数学・物理・情報、土木構造設計（構造力学、構造設計）、

土木基礎力学（水理学、土質力学）、測量、社会基盤工学、

土木施工に関する専門的知識について択一式による筆記

試験を行います。

※土木（有資格者）で受験の方は一次試験免除

≪試験問題の程度≫

・最終学歴に関係なく「高等学校卒業程度」

専 門 試 験

（ 建 築 ）

【 ３ ０ 題 ９ ０ 分 】

数学・物理・情報、建築構造設計、建築構造、建築計画、

建築法規、建築施工に関する専門的知識について択一式

による筆記試験を行います。

※建築（有資格者）で受験の方は一次試験免除

≪試験問題の程度≫

・最終学歴に関係なく「高等学校卒業程度」

専 門 試 験

（ 電 気 ）

【 ３ ０ 題 ９ ０ 分 】

数学・物理、電気回路、電気機器・電力技術・電子計測制

御、電子技術・電子回路・通信技術・情報に関する専門的

知識について択一式による筆記試験を行います。

《試験問題の程度》

・最終学歴に関係なく「高等学校卒業程度」

専 門 試 験

（ 設 備 （ 機 械 ） ）

【３０題１２０分】

数学・物理・情報、材料力学、流体力学、熱工学、電気工

学、機械力学・制御、機械設計、機械材料、機械工作に関

する専門的知識について択一式による筆記試験を行いま

す。

《試験問題の程度》

・最終学歴に関係なく「大学・高等専門学校卒業程度」

専 門 試 験

（ 栄 養 士 ）

【 ３ ０ 題 ９ ０ 分 】

社会生活と健康、人体の構造と機能、食品と衛生、栄養と

健康、栄養の指導、給食の運営に関する専門的知識につい

て択一式による筆記試験を行います。

二次試験

集 団 面 接 試 験

（事務職（一般・社会人

経験者対象）・消防）

人物について集団面接による口述試験を行います。

個 別 面 接 試 験

（事務職（障がい）・土

木・建築・電気・設備・

栄養士）

人物について個別面接による口述試験を行います。

三次試験

個 別 面 接 試 験

（事務職（一般・社会人

経験者対象）・消防）

人物について個別面接による口述試験を行います。

体 力 検 査

（ 消 防 ）

職務遂行に支障がないかを判断するための基本体力の測

定を行います。
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４ 試験結果の開示
次のとおり採用試験に関する自己情報の開示を行います。（受験者本人に限る。）

受験票又は本人であることを確認することのできる顔写真付の書類（運転免許証や学生証

等）を持参のうえ下記の通り請求をしてください。

（注）① 一定の基準に満たない試験科目がある場合には、順位はつきません。

② 電話やインターネット等による請求は受付いたしません。

試験 開示内容 開示期間 開示時間 開示場所

一次

受験者数、合格者数、

本人の一般教養試験、

あるいは専門試験の点数、

本人の順位

それぞれの試験の

合格発表日から

令和８年１２月２８日

（月）まで

（土・日・祝日を除く）

午前８時３０分

～

午後５時１５分

春日部市役所

第二庁舎４階

人事課

人事研修担当

窓口

二次
受験者数、合格者数、

本人の順位

三次
受験者数、合格者数、

本人の順位
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５ 受験申込方法

電子申請・届出サービスより、受験申込をしてください。
パソコン・スマートフォンから手続きできます。

市公式ホームページから電子申請の手続き申込画面へ移動できます。

https://www.city.kasukabe.lg.jp/shiseijoho/jinji_saiyo/shokuinsaiyo_seiki/jukenannai/37070.html

受付期間

○栄養士

令和８年７月２日（木）午前９時～令和８年８月２０日（木）午後５時まで

○事務職（一般・社会人経験者対象・障がい者対象）・土木（一般・有資格者）・

建築（一般・有資格者）・電気・設備・消防（救急救命士を含む）

令和８年７月２日（木）午前９時～令和８年９月４日（金）午後５時まで

必要なもの

①パソコン、スマートフォンまたはタブレット端末等のインターネットに接続

可能なもの、受験票を印刷する環境

※インターネット利用環境が整っていない方は、各受付期間の最終日より１

週間前までに人事課人事研修担当までお問い合わせください。（土・日・祝

日除く）

②申込者本人の写真データ（縦横比が４：３で JPEG 形式のもの）

③【事務職（障がい者対象）のみ】障害者手帳をお持ちの方はその写しデータ

（氏名、障害等級・判定、障害名（記載がある場合）、再認定・再判定・有効期

限の記載されたもの）

④【土木（有資格者）および建築（有資格者）】資格証明書の写しデータ（受験

職種によって必要な証明書を添付してください。）

注意事項

・電子申請を行う前に、受験資格等を必ずご確認ください。また、申請する際

は入力漏れや誤りが無いようご注意ください。

・入力フォームは、市公式ホームページからリンクしています。

・使用されるパソコンや通信回線上の障害等によるトラブルについては、一切

責任を負いません。

・受付期間内に申込データを受信完了したものに限り受け付けます。受付期間

を過ぎて送信しますと、送信エラーとなります。

※システムメンテナンス等により運用停止、休止となる場合もありますの

で、余裕をもってお申込みください。

・申込データを送信後、登録したメールアドレスに申込完了のメールが送信さ

れます。必ずご確認ください。

・申込できる受験職種は一つに限ります。なお、電子申請後の受験職種の変更

は認めません。

・自分の学歴区分が不明な方は、必ず、人事課人事研修担当へお問い合わせく

ださい。

・怪我などにより通常の机・椅子では受験に支障があるなど配慮が必要な人は、

必ず電子申請時に入力してください。

・入力された個人情報は、採用試験および採用に関する事務以外の目的に使用

することはありません。

受験票に

ついて

・申請内容の確認後、電子申請・届出サービスに受験票をアップロードします。

・アップロード完了後、メールでお知らせします。

※栄養士については、令和８年９月４日（金）まで、事務職（一般・社会人経験

者対象・障がい者対象）・土木（一般・有資格者）・建築（一般・有資格者）・電

気・設備・消防（救急救命士を含む）については、令和８年９月１８日（金）ま
でにメールが届かない場合は、人事課人事研修担当までお問い合わせください。
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６ 採用後の待遇
① 給与 令和８年４月１日時点の初任給（地域手当を含む）

・このほかに諸手当（扶養手当、住居手当、通勤手当等）がそれぞれの条件に応じて支給さ

れます。

・卒業後一定の経歴がある場合は、所定の基準により金額が加算されます。

・採用前に給与改定があった場合はそれによります。

・昇給は、年１回、４月１日に行われます。

【モデル例】４月１日付採用、職務経験がある場合

※令和８年４月１日時点の給与規定による試算

※給与改定等により、変更される場合があります。

② 賞与

・期末手当（６月、１２月）及び勤勉手当（６月、１２月）が支給されます。

③ 勤務時間及び休暇

・勤務時間及び休日については、配属部署によって異なる場合があります。

・年次有給休暇は、繰越し（２０日を限度）ができるため年度内で最高４０日間取得可能で

す。

最終学歴 給与（初任給） ３年後

大 学 卒 ２５１，８５６円 ２６８，２８６円

短 大 卒 ２３９，１３６円 ２５６，５２０円

高 校 卒 ２２５，８８６円 ２４５，９２０円

最終学歴 採用時年齢 職務経験 給与（初任給） ３年後

大 学 卒 ４５歳 ２３年 ３２１，８１６円 ３６１，６７２円

大 学 卒 ３５歳 １３年 ３００，１９２円 ３３０，２９６円

短 大 卒 ３０歳 １０年 ２８３，０２０円 ３０５，４９２円

高 校 卒 ２６歳 ８年 ２６２，３５０円 ２７８，５６８円

勤務時間 午前８時３０分～午後５時１５分

休 日
土曜日・日曜日・祝日

年末年始（１２月２９日～１月３日）

休 暇

年次有給休暇 ２０日

夏季休暇 ７日の範囲内（６月１日～１０月３１日の期間内で取得）

特別休暇（結婚、出産、子の看護、忌引等）、病気休暇、介護休暇等
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④ 福利厚生関係・研修制度

７ 合格から採用まで
・採用は、原則として令和９年４月１日となります。

・電子申請の入力内容の記載事項に虚偽又は不正があることが判明した場合には採用され

ません。

・地方公務員法の規定により、職員の採用はすべて条件付採用となり、６か月間良好な成

績で勤務したときに正式採用となります。

８ 受験申込にあたっての最終チェックリスト

※確認事項がある場合、人事課（電話番号：048-738-1571）より連絡させていただく場合があ

ります。

福利厚生関係 研修制度

埼玉県市町村職員共済組合及び春日部市職員厚生会による下

記の事業等があります。

職員の能力開発及び資質の向上

を図ることを目的とした各種研

修があります。

・健康保険、厚生年金

・宿泊施設、レジャー施設及びスポーツ施設等の割引

・指定旅行代理店及び指定百貨店においての割引

・各種貸付制度（普通貸付、自動車貸付、住宅貸付等）

・その他各種共済制度

・各種クラブ

（野球部、サッカー部、バドミントン部、英会話クラブ等）

・慶弔費、病気及び災害見舞金等の支給

・メンタ―制度

・階層別研修

（新規採用職員研修等）

・専門研修（文書実務等）

・特別研修（接遇研修等）

・派遣研修（民間企業派遣等）

【申込手続きの確認】

□ 受験資格に当てはまっていますか？

□ 受験職種に間違いはありませんか？

□ 学歴区分に間違いはありませんか？

□ 入力漏れはありませんか？

□ 写真（縦横比が４：３で JPEG形式のもの）は添付しましたか？
□ 障害者手帳の写しは添付しましたか？ ※事務職（障がい者対象）の申込者のみ

□ 資格証明書は添付しましたか？ ※土木および建築の有資格者の申込者のみ

□ 申請後、確認メールは届きましたか？
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春日部市民憲章

わたしたちのまち春日部は 古利根川と江戸川が流れ

豊かな自然のなかで 伝統 文化 産業を育んできた歴史のあるまちです

わたしたちは この先の時代に想いを馳せ

だれもが住み良い 魅力あるまちを目指して

ここに 市民憲章を定めます

一 環境にやさしく かけがえのない自然を守りましょう

一 心と体を健やかに 良識ある行動を心がけましょう

一 お互いを尊重し ともに助け合い 心かよう信頼を築きましょう

一 伝統と文化を大切にし 次の世代に引き継ぎましょう

一 広い視野で世界に学び 平和で夢のある未来をつくりましょう

そして

このまちで

ともに生きましょう

（令和３年１月１日制定）

問い合わせ先

春日部市役所 総務部人事課人事研修担当

〒344－8577 春日部市中央七丁目２番地１

電話 ：０４８－７３６－１１１１（代表）

０４８－７３８－１５７１（直通）

ＦＡＸ ：０４８－７３４－２５９３

メール：jinji@city.kasukabe.lg.jp


